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(57)【要約】
【課題】フィンガのフィードバーに対する位置調整作業
を簡単に行えるトランスファ装置を提供する。
【解決手段】本発明のトランスファ装置は、並列に配置
され、かつ開閉自在な一対のフィードバー１と、一対の
フィードバー１の内側に互いに対向した状態に設けられ
、かつ一対のフィードバーが閉じられた際に、ワークＷ
を両側からチャックする一対のフィンガ２ａ，２ｂと、
一対のフィンガ２ａ、２ｂのうち、少なくとも一方のフ
ィンガ２ａを、それに対応する一方のフィードバー１に
開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に
付勢するフィンガ支持機構３と、一方のフィードバーｄ
１に対して、一方のフィンガ２ａの開閉方向の変位量を
測定する変位量測定センサ４と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　並列に配置され、かつ開閉自在な一対のフィードバーと、
　前記一対のフィードバーの内側に互いに対向した状態に設けられ、かつ前記一対のフィ
ードバーが閉じられた際に、ワークを両側からチャックする一対のフィンガと、
　前記一対のフィンガのうち、少なくとも一方のフィンガを、それに対応する一方のフィ
ードバーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ支持
機構と、
　前記一方のフィードバーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する
変位量測定センサと、を備えたことを特徴とするトランスファ装置。
【請求項２】
　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一対のフィンガによるワークのチャ
ック状態を確認するようにした請求項１に記載のトランスファ装置。
【請求項３】
　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一方のフィードバーに対する前記一
方のフィンガの初期状態での固定位置を調整するようにした請求項１または２に記載のト
ランスファ装置。
【請求項４】
　前記一対のフィンガが、前記一対のフィードバーにその長さ方向に沿って間隔をおいて
複数設けられ、
　前記一対のフィードバーが閉じられた際に、複数の前記一対のフィンガによって、複数
のワークがチャックされるようにした請求項１～３のいずれか１項に記載のトランスファ
装置。
【請求項５】
　前記フィンガ支持機構は、前記一方のフィードバーの内側から外側にかけて貫通状態に
配置され、かつ前記フィンガと連動して移動するフィンガ連動部材を有し、
　前記フィンガ連動部材の外側端部に、被測定部が設けられ、
　前記変位量測定センサが、前記被測定部に対応した状態で前記一方のフィードバーに固
定される請求項１～４のいずれか１項に記載のトランスファ装置
【請求項６】
　前記変位量測定センサが、非接触式センサによって構成される請求項１～５のいずれか
１項に記載のトランスファ装置。
【請求項７】
　前記変位量測定センサが、渦電流式変位センサによって構成される請求項１～６のいず
れか１項に記載のトランスファ装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のトランスファ装置と、
　設置されたワークに対し鍛造加工を行うための鍛造用金型とを備え、
　前記トランスファ装置によって、ワークをチャックした状態で、前記一対のフィードバ
ーをその長さ方向に移動させてから、前記一対のフィードバーを開いて、ワークのチャッ
クを解除することにより、そのワークを鍛造用金型に設置して、鍛造加工を行うようにし
たことを特徴とする鍛造加工装置。
【請求項９】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のトランスファ装置を用いた鍛造加工方法であって
、
　前記トランスファ装置によって、ワークをチャックした状態で、前記一対のフィードバ
ーをその長さ方向に移動させてから、前記一対のフィードバーを開いて、ワークのチャッ
クを解除することにより、そのワークを鍛造用金型に設置する工程と、
　前記鍛造用金型に設置されたワークに対し鍛造加工を行う工程と、を含むことを特徴と
する鍛造加工方法。
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【請求項１０】
　並列に配置され、かつ開閉自在な一対の開閉バーと、
　前記一対の開閉バーの内側に互いに対向した状態に設けられ、かつ前記一対のフィード
バーが閉じられた際に、ワークを両側からチャックする一対のフィンガと、
　前記一対のフィンガのうち、少なくともいずれか一方のフィンガを、それに対応する一
方の開閉バーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ
支持機構と、
　前記一方の開閉バーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する変位
量測定センサと、を備えたことを特徴とするワークチャッキング装置。
【請求項１１】
　並列に配置され、かつ開閉自在な一対のフィードバーの内側に互いに対向した状態に一
対のフィンガが設けられ、前記一対のフィードバーが閉じられた際に、前記一対のフィン
ガによってワークが両側からチャックされるようにしたトランスファ装置のチャック状態
確認方法であって、
　前記一対のフィンガのうち、少なくとも一方のフィンガを、それに対応する一方のフィ
ードバーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ支持
機構を設置しておくとともに、
　前記一方のフィードバーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する
変位量測定センサを設置しておき、
　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一対のフィンガによるワークのチャ
ック状態を確認するようにしたことを特徴とするトランスファ装置のチャック状態確認方
法。
【請求項１２】
　並列に配置され、かつ開閉自在な一対のフィードバーの内側に互いに対向した状態に一
対のフィンガが設けられ、前記一対のフィードバーが閉じられた際に、前記一対のフィン
ガによってワークが両側からチャックされるようにしたトランスファ装置のフィンガ位置
調整方法であって、
　前記一対のフィンガのうち、少なくとも一方のフィンガを、それに対応する一方のフィ
ードバーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ支持
機構を設置しておくとともに、
　前記一方のフィードバーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する
変位量測定センサを設置しておき、
　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一方のフィードバーに対する前記一
方のフィンガの初期状態での固定位置を調整するようにした特徴とするトランスファ装置
のフィンガ位置調整方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は例えば、鍛造加工装置等においてワークを移載するのに用いられるトランス
ファ装置およびその関連技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　鍛造加工装置において、鍛造用金型にワークを移載するのに用いられるトランスファ装
置としては、下記特許文献１，２に示すものが周知である。
【０００３】
　このトランスファ装置は、並列に配置される一対のフィードバーと、一対のフィードバ
ーの内側に互いに対向した状態に設けられた一対のフィンガとを備えている。そして、一
対のフィードバーが閉じられて、ワークが一対のフィンガにより挟持（チャック）され、
その状態で、一対のフィードバーがその長さ方向に移動して、ワークが鍛造用金型に対応
する位置に配置される。その後、一対のフィードバーが開いて、ワークのチャックが解除
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されることにより、ワークが鍛造用金型に設置されるようになっている。
【特許文献１】実公平７－１５６１８号公報
【特許文献２】特開２０００－１９７９３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記従来のトランスファ装置においては、フィンガのフィードバーに対する
位置が正規の位置から多少でも位置ずれしていると、一対のフィンガによってワークを安
定した状態でチャックできなくなってしまう。例えば、一方のフィンガがフィードバーに
対し開閉方向（内外方向）に位置ずれしていると、一対のフィンガによりワークをチャッ
クした際に、ワークがセンターラインから逸脱してしまい、ワークを安定状態に保持でき
なかったり、ワークを所定位置にセットできないことがある。
【０００５】
　そこで、従来のトランスファ装置においては、運転を開始する前に、フィンガのフィー
ドバーに対する位置を確認し、必要に応じて調整するようにしているが、この調整作業は
、高い精度が要求されるため、緻密で慎重な作業となり、作業者にとって負担が大きく面
倒であった。
【０００６】
　この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、フィンガのフィードバーに対す
る位置調整作業を簡単かつ正確に行うことができるトランスファ装置およびその関連技術
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するため、本発明は、以下の構成を備えている。
【０００８】
　［１］　並列に配置され、かつ開閉自在な一対のフィードバーと、
　前記一対のフィードバーの内側に互いに対向した状態に設けられ、かつ前記一対のフィ
ードバーが閉じられた際に、ワークを両側からチャックする一対のフィンガと、
　前記一対のフィンガのうち、少なくとも一方のフィンガを、それに対応する一方のフィ
ードバーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ支持
機構と、
　前記一方のフィードバーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する
変位量測定センサと、を備えたことを特徴とするトランスファ装置。
【０００９】
　［２］　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一対のフィンガによるワー
クのチャック状態を確認するようにした前項１に記載のトランスファ装置。
【００１０】
　［３］　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一方のフィードバーに対す
る前記一方のフィンガの初期状態での固定位置を調整するようにした前項１または２に記
載のトランスファ装置。
【００１１】
　［４］　前記一対のフィンガが、前記一対のフィードバーにその長さ方向に沿って間隔
をおいて複数設けられ、
　前記一対のフィードバーが閉じられた際に、複数の前記一対のフィンガによって、複数
のワークがチャックされるようにした前項１～３のいずれか１項に記載のトランスファ装
置。
【００１２】
　［５］　前記フィンガ支持機構は、前記一方のフィードバーの内側から外側にかけて貫
通状態に配置され、かつ前記フィンガと連動して移動するフィンガ連動部材を有し、
　前記フィンガ連動部材の外側端部に、被測定部が設けられ、
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　前記変位量測定センサが、前記被測定部に対応した状態で前記一方のフィードバーに固
定される前項１～４のいずれか１項に記載のトランスファ装置
　［６］　前記変位量測定センサが、非接触式センサによって構成される前項１～５のい
ずれか１項に記載のトランスファ装置。
【００１３】
　［７］　前記変位量測定センサが、渦電流式変位センサによって構成される前項１～６
のいずれか１項に記載のトランスファ装置。
【００１４】
　［８］　前項１～７のいずれか１項に記載のトランスファ装置と、
　設置されたワークに対し鍛造加工を行うための鍛造用金型とを備え、
　前記トランスファ装置によって、ワークをチャックした状態で、前記一対のフィードバ
ーをその長さ方向に移動させてから、前記一対のフィードバーを開いて、ワークのチャッ
クを解除することにより、そのワークを鍛造用金型に設置して、鍛造加工を行うようにし
たことを特徴とする鍛造加工装置。
【００１５】
　［９］　前項１～７のいずれか１項に記載のトランスファ装置を用いた鍛造加工方法で
あって、
　前記トランスファ装置によって、ワークをチャックした状態で、前記一対のフィードバ
ーをその長さ方向に移動させてから、前記一対のフィードバーを開いて、ワークのチャッ
クを解除することにより、そのワークを鍛造用金型に設置する工程と、
　前記鍛造用金型に設置されたワークに対し鍛造加工を行う工程と、を含むことを特徴と
する鍛造加工方法。
【００１６】
　［１０］　並列に配置され、かつ開閉自在な一対の開閉バーと、
　前記一対の開閉バーの内側に互いに対向した状態に設けられ、かつ前記一対のフィード
バーが閉じられた際に、ワークを両側からチャックする一対のフィンガと、
　前記一対のフィンガのうち、少なくともいずれか一方のフィンガを、それに対応する一
方の開閉バーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ
支持機構と、
　前記一方の開閉バーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する変位
量測定センサと、を備えたことを特徴とするワークチャッキング装置。
【００１７】
　［１１］　並列に配置され、かつ開閉自在な一対のフィードバーの内側に互いに対向し
た状態に一対のフィンガが設けられ、前記一対のフィードバーが閉じられた際に、前記一
対のフィンガによってワークが両側からチャックされるようにしたトランスファ装置のチ
ャック状態確認方法であって、
　前記一対のフィンガのうち、少なくとも一方のフィンガを、それに対応する一方のフィ
ードバーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ支持
機構を設置しておくとともに、
　前記一方のフィードバーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する
変位量測定センサを設置しておき、
　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一対のフィンガによるワークのチャ
ック状態を確認するようにしたことを特徴とするトランスファ装置のチャック状態確認方
法。
【００１８】
　［１２］　並列に配置され、かつ開閉自在な一対のフィードバーの内側に互いに対向し
た状態に一対のフィンガが設けられ、前記一対のフィードバーが閉じられた際に、前記一
対のフィンガによってワークが両側からチャックされるようにしたトランスファ装置のフ
ィンガ位置調整方法であって、
　前記一対のフィンガのうち、少なくとも一方のフィンガを、それに対応する一方のフィ
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ードバーに開閉方向に沿って移動自在に支持し、かつ閉じる方向に付勢するフィンガ支持
機構を設置しておくとともに、
　前記一方のフィードバーに対して、前記一方のフィンガの開閉方向の変位量を測定する
変位量測定センサを設置しておき、
　前記変位量測定センサからの情報に基づいて、前記一方のフィードバーに対する前記一
方のフィンガの初期状態での固定位置を調整するようにした特徴とするトランスファ装置
のフィンガ位置調整方法。
【発明の効果】
【００１９】
　発明［１］のトランスファ装置によれば、ワークをチャックさせた状態のフィードバー
に対するフィンガの変位量に基づいて、フィードバーに対するフィンガの固定位置を適正
な位置に簡単に調整することができる。
【００２０】
　発明［２］のトランスファ装置によれば、ワークのチャック状態を正確に確認すること
ができる。
【００２１】
　発明［３］のトランスファ装置によれば、上記と同様に、フィードバーに対するフィン
ガの固定位置を適正な位置に簡単に調整することができる。
【００２２】
　発明［４］のトランスファ装置によれば、複数のワークを並行して移載することができ
る。
【００２３】
　発明［５］のトランスファ装置によれば、フィードーに対するフィンガの変位量を精度
良く検出することができる。
【００２４】
　発明［６］のトランスファ装置によれば、フィードーに対するフィンガの変位量をより
精度良く検出することができる。
【００２５】
　発明［７］のトランスファ装置によれば、フィードーに対するフィンガの変位量をより
一層精度良く検出することができる。
【００２６】
　発明［８］によれば、上記と同様の効果を奏する鍛造加工装置を提供することができる
。
【００２７】
　発明［９］によれば、上記と同様の効果を奏する鍛造加工方法を提供することができる
。
【００２８】
　発明［１０］によれば、上記と同様の効果を奏するワークチャッキング装置を提供する
ことができる。
【００２９】
　発明［１１］によれば、上記と同様の効果を奏するトランスファ装置のチャック状態確
認方法を提供することができる。
【００３０】
　発明［１２］によれば、上記と同様の効果を奏するトランスファ装置のフィンガ位置調
整方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　図１はこの発明の実施形態であるトランスファ装置が適用された多段式の鍛造加工装置
を示す概略平面図である。同図に示すように、この鍛造加工装置は、トランスファ装置に
よって順次移載されるワーク（Ｗ）に対し、複数種類のプレス成形を行えるようになって
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いる。
【００３２】
　この鍛造加工装置は、ハウジング（５）を備え、そのハウジング（５）には、上流側（
同図左側）から下流側（右側）にかけて第１～第４ワーク設置部（５１）～（５４）が順
次設けられている。そして１番目のワーク設置部（５１）は例えば、ワーク待機部等とし
て構成され、搬入コンベア等の搬入手段（図示省略）によって、ハウジング（５）の外部
から内部に搬入されたワーク（Ｗ）がワーク設置部（５１）に設置されて待機できるよう
になっている。さらに２番目のワーク設置部（５２）は例えば、据え込み加工用の金型に
よって構成されて、このワーク設置部（５２）に設置されたワーク（Ｗ）に対し、据え込
み加工等の予備成形が行われるようになっている。さらに３番目のワーク設置部（５３）
は例えば、鍛造加工用の金型によって構成されて、このワーク設置部（５３）に設置され
たワーク（Ｗ）に対し、鍛造加工等の主成形が行われるようになっている。さらに４番目
のワーク設置部（５４）は例えば、仕上げ加工用の金型によって構成されて、このワーク
設置部（５４）に設置されたワーク（Ｗ）に対し、仕上げ成形が行われるようになってい
る。
【００３３】
　また４番目のワーク設置部（５４）の下流側には、排出コンベア等によって構成される
排出部（５５）が設けられている。
【００３４】
　本実施形態において、ワーク（Ｗ）は例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金等
の金属によって構成されており、ワーク（Ｗ）に対し上記３つのプレス成形が並行に行わ
れて、所定の鍛造製品が順次製造される。
【００３５】
　ワーク（Ｗ）を移載するためのトランスファ装置は、１～４番目のワーク設置部（５１
）～（５４）に配置されたワーク（Ｗ）等の移載対象物を、２～４番目のワーク設置部（
５２）および排出部（５５）にそれぞれ移載するものである。なお、４番目のワーク設置
部（５４）から排出部（５５）へは、加工製品がトランスファ装置によって移載される場
合もあるが、バリ等の加工製品以外のものがトランスファ装置によって移載されることも
ある。例えば４番目のワーク設置部（５４）において、製品部分を打つ抜くようなブラン
キング加工を行う場合には、打ち抜かれたブランク製品は金型の下側から排出される一方
、金型上に残存するバリ等がトランスファ装置によって、排出部（５５）に移載されるこ
とになる。
【００３６】
　本実施形態のトランスファ装置は、ワーク設置部（５１）～（５４）の両側に沿って一
対のフィードバー（１）（１）を備えている。
【００３７】
　一対のフィードバー（１）（１）は共にワーク搬送方向（前後方向）に沿って延び、か
つ並列に配置されている。一対のフィードバー（１）（１）は、図示しない駆動手段によ
って、互いに接離する方向（左右方向）に沿って移動して開閉できるよう構成されるとと
もに、前後方向に移動して進退できるよう構成されている。
【００３８】
　一対のフィードバー（１）（１）の内側には、互いに対向配置される一対のフィンガ（
２ａ）（２ｂ）が、前後方向に沿って所定の間隔おきに複数組（４組）設けられている。
一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）は、爪等とも称され、ワーク設置部（５１）～（５４）
に対応して配置されている。そして後に詳述するように、ワーク設置部（５１）～（５４
）上にワーク（Ｗ）が配置された状態で、一対のフィードバー（１）（１）が閉じられる
と、ワーク（Ｗ）が対応する一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）によってそれぞれチャック
（挟持）されるようになっている。
【００３９】
　図２，３に示すように、一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）のうち、一方のフィンガ（２
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ａ）は、可動側フィンガとして構成されて、対応する一方のフィードバー（１）にフィン
ガ支持機構（３）を介して支持されている。
【００４０】
　フィンガ支持機構（３）において、フィードバー（１）の内側面におけるフィンガ（２
ａ）に対応する位置には、取付板（３１）が固定されている。この取付板（３１）の前後
両側には、両側ガイドロッド（３２）（３２）が設けられている。この両側ガイドロッド
（３２）（３２）は、取付板（３１）およびフィードバー（１）に開閉方向（内外方向）
に貫通した状態で、開閉方向にスライド自在に取り付けられている。
【００４１】
　両側ガイドロッド（３２）（３２）の外側端部には、抜止め部材（３３）（３３）が取
り付けられ、この抜止め部材（３３）（３３）がフィードバー（１）の外側面に係止する
ことにより、両側ガイドロッド（３２）（３２）が内側に抜け出すのを防止できるように
なっている。
【００４２】
　また両側ガイドロッド（３２）（３２）の内側端部には、両側ガイドロッド（３２）（
３２）間に架け渡されるようにしてフィンガ支持板（３４）が取り付けられている。
【００４３】
　さらに両側ガイドロッド（３２）（３２）の外周における取付板（３１）およびフィン
ガ支持板（３４）間には、両者間を拡開方向に付勢する圧縮コイルバネ（３５）（３５）
等の付勢手段が介在されている。そして自然状態では図２（ａ）に示すように、コイルバ
ネ（３５）（３５）の付勢力（バネ力）によって、両側ガイドロッド（３２）（３２）が
内方に付勢されつつも、抜止め部材（３３）（３３）がフィードバー（１）に係止するこ
とにより、両側ガイドロッド（３２）（３２）の内側端部が内方に突出した状態に配置さ
れている。
【００４４】
　フィンガ支持板（３４）の内側面には、可動側のフィンガ（２ａ）が取り付けられてい
る。この可動側のフィンガ（２ａ）は、水平に配置されるフィンガ本体（２１）と、垂直
に配置される取付板（２２）とを備えた側面視Ｌ字状の形状を有しており、その取付板（
２２）が、フィンガ支持板（３４）にネジ（２５）（２５）を介して締結固定されている
。
【００４５】
　なおフィンガ（２ａ）は、取付板（２２）とフィンガ支持板（３４）との間に位置調整
用のシム（図示省略）が介在されている。そしてシムを厚いものに取り換えたり、あるい
はシムを追加することにより、フィンガ支持板（３４）とフィンガ（２ａ）との間隔を大
きくできて、フィンガ（２ａ）のフィードバー（１）に対する相対的な取付位置を内側（
センターラインＬｃ側）に変更することができる。さらにシムを薄いものに取り換えたり
、あるいはシムの設置枚数を減少させたりすることにより、フィンガ支持板（３４）とフ
ィンガ（２ａ）との間隔を小さくできて、フィンガ（２ａ）のフィードバー（１）に対す
る相対的な取付位置を外側に変更することができる。このようにシムの交換出し入れ操作
によって、フィードバー（１）に対して、フィンガ（２ａ）の内外方向の取付位置を微調
整できるようになっている。
【００４６】
　またフィードバー（１）における両側ガイドロッド（３２）（３２）間には、内外方向
に沿ってスライド自在にピン部材（３６）が取り付けられている。ピン部材（３６）の先
端は、フィードバー（１）よりも外方に配置され、スライドすることにより、さらに外方
に進出できるようになっている。またピン部材（３６）の先端には、金属製の被測定板（
４１）が、フィードバー（１）と平行に配置された状態に固定されている。
【００４７】
　またフィンガ支持板（３４）の外側面には、ピン部材（３６）に対応して、押込バー（
３８）が内外方向（左右方向）に沿って配置された状態で取り付けられており、この押込
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バー（３８）の先端によってピン部材（３６）を外側に押込可能に構成されている。
【００４８】
　そしてフィードバー（１）を固定した状態で、フィンガ（２ａ）が外側に押し込まれる
と、フィンガ支持板（３４）が外側に移動して、コイルバネ（３５）の付勢力に抗して、
両側ガイドロッド（３２）（３２）が外方に移動するとともに、押込バー（３８）に押し
込まれて、ピン部材（３６）が外方に移動し、被測定板（４１）が、フィードバー（１）
に対し相対的に外方に移動するようになっている。またその状態からフィンガ（２ａ）へ
の押込が解除されると、コイルバネ（３５）の付勢力によって、ガイドロッド（３２）（
３２）が内方に移動して、フィンガ支持板（３４）およびフィンガ（２ａ）が初期状態に
戻るようになっている。
【００４９】
　なおフィードバー（１）には、ピン部材（３６）を内方に付勢するためのバネ等の付勢
手段（図示省略）が設けられており、ピン部材（３６）は、押込バー（３８）による押込
操作が解除された際には、その付勢手段によって、ピン部材（３６）が内方に移動して初
期状態に復帰するようになっている。
【００５０】
　ここで本実施形態においては、ガイドロッド（３２）、フィンガ支持板（３４）、コイ
ルバネ（３５）、ピン部材（３６）および押込バー（３８）によって、フィンガ支持機構
（３）が構成されている。またピン部材（３６）および押込バー（３８）によって、フィ
ンガ連動部材が構成されている。さらに被測定板（４１）によって被測定部が構成されて
いる。さらにフィードバー（１）によって開閉バーが構成されている。
【００５１】
　図１，２に示すように、固定側（他方）のフィンガ（２ｂ）は、フィードバー（１）に
、相対位置が変化しない状態に固定されている。
【００５２】
　以上の構成において、一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）間にワーク（Ｗ）を配置した状
態で、一対のフィードバー（１）（１）を閉じると、図２（ｂ）に示すように一対のフィ
ンガ（２ａ）（２ｂ）によってワーク（Ｗ）がチャック（挟持）される。このときコイル
バネ（３５）のバネ力によって一方のフィンガ（２ａ）がワーク（Ｗ）に押圧し、この押
圧力によってチャックされている。従ってチャック状態におけるコイルバネ（３５）の圧
縮量が多過ぎたり、少な過ぎたりすると、一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）のワーク（Ｗ
）へのチャック力にバラツキが生じて、ワーク（Ｗ）を安定状態にチャックすることがで
きず、ワーク（Ｗ）がセンターライン（Ｌｃ）から位置ずれして、ワーク（Ｗ）を位置精
度良く移載できないおそれがある。そこで、本実施形態においては、チャック状態でのコ
イルバネ（３５）の圧縮量（変位量）を適正な量に調整するものであるが、その調整方法
の詳細については後に説明する。
【００５３】
　本実施形態のトランスファ装置においては、ワーク（Ｗ）をチャックする際に、そのチ
ャック状態の良否を検出するためのチャック状態確認センサ（４）が設けられている。
【００５４】
　このチャック状態確認センサ（４）は、１～３番目の可動側フィンガ（２ａ）に対応し
てそれぞれ設けられる（図１参照）。
【００５５】
　図２に示すように、チャック状態確認センサ（４）は、フィードバー（１）にブラケッ
ト（４２）を介して固定されて、ピン部材（３６）に固定された被測定板（４１）の外側
に対向するように配置されている。このセンサ（４）は、変位量測定センサによって構成
されており、後に詳述するにように、フィンガ（２ａ）のフィードバー（１）に対する変
位量、換言すればチャック状態でのコイルバネ（３５）の圧縮量を測定できるようになっ
ている。
【００５６】
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　なお本実施形態において、チャック状態確認センサ（４）は、高周波磁界を利用した非
接触式の渦電流式変位センサによって構成されている。
【００５７】
　またこのトランスファ装置には、コントローラ（４３）が設けられ、そのコントローラ
（４３）によって、チャック状態確認センサ（４）からの出力情報に基づいて、センサ（
４）および被測定板（４１）間の距離（変位量）が算出される。さらにコントローラ（４
３）には、算出結果としての距離を、文字（数値）情報として表示する表示部（４４）が
設けられている。
【００５８】
　ところで本発明において、採用されるチャック状態確認センサ（４）の種類は特に限定
されるものではなく、距離（間隔）等の変位量を測定できるものであればどのようなもの
でも採用可能であり、接触式のものでも非接触式のものでも採用することができる。接触
式のものとしては、リニアゲージセンサ等を用いることができ、上記以外の非接触式のも
のとしては、静電容量式変位センサ、レーザ式変位センサ、超音波式変位センサ等を用い
ることができる。
【００５９】
　中でも本発明においては、調整操作や取扱操作が比較的容易な非接触式のセンサを使用
するのが良く特に、渦電流式変位センサは、センサと被測定物との間に、油や塵埃等の異
物が介在しても測定精度に悪影響を受けにくく、所望の情報を確実に得ることができるた
め、本実施形態のように渦電流式変位センサを使用するのが、より一層好ましい。また言
うまでもなく、渦流式変位センサを使用する場合、被測定物（被測定板）としては、渦電
流が発生する金属製のものを使用する必要がある。
【００６０】
　本実施形態のように渦電流式変位センサを用いる場合には、
　センサと被測定物との間に、油や塵埃等の異物が介在しても測定精度に悪影響を受けに
くいため、渦電流式変位センサを使用するのが、より一層好ましい。また言うまでもなく
、渦流式変位センサを使用する場合、被測定物（被測定板）としては、渦電流が発生する
金属製のものを使用する必要がある。
【００６１】
　本実施形態においては、上記構成のトランスファ装置によってワーク（Ｗ）を実際に移
載する前には準備作業を行う。
【００６２】
　この準備作業においては、一対のフィードバー（１）（１）を開いた状態で、一方（可
動側）のフィンガ（２ａ）をコイルバネ（３５）の付勢力に抗して外側に押し込んでフィ
ードバー（１）に押し付ける。このとき、コイルバネ（３５）の圧縮量は最大となる。な
おこの圧縮量は、フィンガ（２ａ）のフィードバー（１）に対する変位量に相当するもの
である。そしてその圧縮状態において、チャック状態確認センサ（４）のゼロ点調整を行
って、その状態での変位量（相対距離）を「０ｍｍ」とコントローラ（４３）に認識させ
る。同様にして、フィードバー（１）に取り付けられている全ての可動側フィンガ（２ａ
）に対してゼロ点調整を行う。
【００６３】
　次に、フィンガ（２ａ）への押付操作を解除して、フィンガ（２ａ）をコイルバネ（３
５）の付勢力によってフィードバー（１）に対し初期位置に戻す。このときのコイルバネ
（３５）の圧縮量は最小となり、その圧縮量は、初期状態（未チャック状態）での変位量
に相当する。なお本実施形態において、フィンガ（２ａ）のフィードバー（１）に対する
ストローク量を「ΔＸ」とすると、未チャック状態での変位量も同様に「ΔＸ」となる。
本実施形態において「ΔＸ」は例えば「４ｍｍ」に設定されている。
【００６４】
　次に、一対のフィードバー（１）（１）を閉じて、一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）に
よりワーク（Ｗ）を実際にチャックする。そしてこのチャック状態において、チャック状
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態確認センサ（４）に基づいて、実際の変位量を計測する。
【００６５】
　ここで、チャック状態における実際の変位量が、予め設定される理想の変位量と一致し
ている場合には、チャック状態でのコイルバネ（３５）の圧縮量が最適となり、所望の押
圧力でフィンガ（２ａ）（２ｂ）をワーク（Ｗ）に押し付けることができ、安定状態でチ
ャックすることができることになる。従って本実施形態においては、チャック状態におけ
る実際の変位量が、理想の変位量に一致させるように、可動側フィンガ（２ａ）のフィー
ドバー（１）に対する取付位置を調整するものである。
【００６６】
　例えば本実施形態において、チャック状態での理想の変位量を、最大変位量（ΔＸ）の
半分とすると、理想の変位量は「ΔＸ／２」となる。具体的には最大変位量（ΔＸ）が上
記したように「４ｍｍ」の場合には、理想の変位量は「２ｍｍ」となる。
【００６７】
　ここで、理想の変位量を「２ｍｍ」として、実際の変位量が「３ｍｍ」であった場合に
は、コイルバネ（３５）の圧縮量が理想の圧縮量よりも１ｍｍ少ないため、フィンガ（２
ａ）およびフィンガ支持板（３４）間に介在される隙間調整用シムを、１ｍｍ厚いものに
取り換えたり、あるいは１ｍｍ厚のシムを新たに追加する。これにより、コイルバネ（３
５）の圧縮量が１ｍｍ多くなり、チャック状態での変位量（実際の変位量）を理想の変位
量に等しい「２ｍｍ」に調整することができ、安定状態でチャックするこができる。
【００６８】
　また理想の変位量を「２ｍｍ」として、実際の変位量が「１ｍｍ」であった場合には、
コイルバネ（３５）の圧縮量が理想の圧縮量よりも１ｍｍ多いため、隙間調整用シムを、
１ｍｍ薄いものに取り換えたり、あるいは１ｍｍ厚のシムを抜き取る。これにより、コイ
ルバネ（３５）の圧縮量が１ｍｍ少なくなり、チャック状態での変位量（実際の変位量）
を理想の変位量に一致させることができる。
【００６９】
　こうしてフィンガ（２ａ）の初期状態での位置を調整し、所望のチャック力が得られる
ようにする。また上記と同様にして、他の可動側フィンガ（２ａ）に対しても、必要に応
じて位置調整作業を行って、各フィンガ（２ａ）（２ｂ）において、所望のチャック状態
が得られるようにする。
【００７０】
　これによりトランスファ装置の準備作業が完了する。こうして準備作業が完了した後、
トランスファ装置を可動させて、鍛造加工装置による生産を開始する。
【００７１】
　生産開始前の初期状態においては、一対のフィードバー（１）（１）は開いた状態にあ
り、可動側の各フィンガ（２ａ）および固定側の各フィンガ（２ｂ）の先端が、仮想の待
機ライン（Ｌａ）（Ｌｂ）上に配置されている。なお初期状態では、各ワーク設置部（５
１）～（５４）には、ワーク（Ｗ）が設置されているものとする。
【００７２】
　この状態において生産を開始すると、一対のフィードバー（１）（１）が閉じられて、
各一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）によって、各設置部（５１）～（５４）のワーク（Ｗ
）がチャックされる。
【００７３】
　このとき、各チャック状態確認センサ（４）からの出力情報に基づき、コントローラ（
４３）は、各ワーク（Ｗ）が、対応する各一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）によって確実
にチャックされているか否かを判断する。例えば１番目の変位量測定センサ（４）による
実測の変位量が、上記した調整済のチャック状態での変位量（理想の変位量「ΔＸ／２」
に相当するもの）と一致する場合、コントローラ（４３）は、正確にチャックされたもの
と判定し、後述の移載動作が継続して行われる。また一致しない場合には、コントローラ
（４３）は、チャック不良と判定し、移載動作を停止させるとともに、チャック不良であ
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る旨の情報を表示したり、あるいは警報音を発生させたりして、オペレータに報知する。
【００７４】
　ここで本実施形態においては、チャック状態の良否の判断基準としての調整済の変位量
（理想の変位量）には、±０．２ｍｍ程度の公差が設けられ、その公差を含む範囲内に、
実測の変位量が含まれる否かによって、チャック状態の良否を判断するものである。
【００７５】
　こうして全てのフィンガ（２ａ）（２ｂ）におけるチャック状態が確認されて、全ての
フィンガ（２ａ）（２ｂ）のチャック状態が正常である場合には、一対のフィードバー（
１）（１）が前方へ移動し、各フィンガ（２ａ）（２ｂ）にチャックされた各ワーク（Ｗ
）が、次のワーク設置部（５２）～（５４）および搬出部（５５）に対応して配置される
。続いて、一対のフィードバー（１）（１）が開くことにより、各フィンガ（２ａ）（２
ｂ）のチャックが解除されて、各ワーク（Ｗ）が、次のワーク設置部（５２）～（５４）
や搬出部（５５）等の移載先にそれぞれ移載される。
【００７６】
　その後、一対のフィードバー（１）（１）が後退して元の位置に戻る一方、図示しない
搬入手段によって、次のワーク（Ｗ）が１番目のワーク設置部（５１）に搬入される。
【００７７】
　以上の動作が繰り返し行われることにより、ワーク（Ｗ）が順次移載されるとともに、
各ワーク設置部（５１）において、各ワーク（Ｗ）に対し、上記したような成形加工等の
所定の処理が順次行われる。
【００７８】
　以上のように、本実施形態のトランスファ装置によれば、チャック状態確認センサ（４
）によって測定したフィードバー（１）およびフィンガ（２ａ）間の変位量に基づいて、
フィンガ（２ａ）（２ｂ）によるチャック状態を確認するようにしているため、準備作業
としてのフィンガ（２ａ）の位置調整作業を簡単に行うことができる。
【００７９】
　すなわちフィンガ（２ａ）の位置調整作業を行う場合には、ワーク（Ｗ）をチャックし
た状態でのフィードバー（１）およびフィンガ（２ａ）間の変位量を測定し、その実測の
変位量が、予め設定される理想の変位量と一致させるように、フィンガ（２ａ）の位置を
調整するだけで、フィンガ（２ａ）を正規の位置に正確に配置することができる。
【００８０】
　ここでチャック状態を確認するためのセンサとして、対象物の有無を検出するＯＮ／Ｏ
ＦＦ式の対象物検知センサ等を用いる場合には、準備作業としてのフィンガ（２ａ）の位
置調整作業が非常に困難である。例えばトランスファ装置において対象物検知センサを用
いる場合図７に示すように、フィンガ（２ａ）と連動する被測定板（９１）の端部に対向
させるように、対象物検知センサ（チャック状態確認センサ）としての被測定板検知セン
サ（９）を一方のフィードバー（１）にブラケット（９２）を介して固定する構成が採用
される。そして同図（ａ）に示すように、被測定板（９１）が、検知センサ（９）の検知
範囲外に配置される場合には、センサ（９）により被測定板（９１）が検知されず、未チ
ャック状態と判定されるとともに、同図（ｂ）に示すように、被測定板（９１）が、検知
センサ（９）の検知範囲内に配置される場合には、センサ（９）により被測定板（９１）
が検知されて、チャック状態と判定されるようになっている。
【００８１】
　この参考例のトランスファ装置において、準備作業としてのフィンガ（２ａ）の位置調
整作業を行う場合にはまず、一対のフィードバー（１）（１）を閉じて、各フィンガ（２
ａ）（２ｂ）によってワーク（Ｗ）をチャックする。そしてそのチャック状態において、
ワーク（Ｗ）が正確なチャック位置に配置されるように、フィンガ（２ａ）の取付位置を
調整する。フィンガ（２ａ）の位置変更は、上記と同様に、シムの交換や出し入れ操作に
よって行われる。続いてそのチャック状態において、検知センサ（９）の検知範囲内に、
被測定板（９１）が配置されるように、センサ（９）の取付位置を調整したり、被測定板
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（９１）の取付位置を調整する。この調整作業において、被測定板（９１）の位置を変更
する場合、ピン部材（３６）の取付位置を変更することになるが、ピン部材（３６）の位
置を変更すると、フィードバー（１）に対して、フィンガ（２ａ）の位置も微妙に変化し
てしまうため再度、フィンガ（２ａ）の位置調整作業を行う必要がある。さらにフィンガ
（２ａ）の位置を変更すると、ピン部材（被測定板）の位置も微妙に変化してしまうため
再度、ピン部材（被測定板）の位置調整作業を行う必要がある。従ってこのような作業を
延々と繰り返し行って、フィンガ（２ａ）、検知センサ（９）および被測定板（９１）を
全て最適な位置に調整していくことになるが、フィンガ（２ａ）、検知センサ（９）およ
び被測定板（９１）は、既述したように、互いに関連し合って、互いの取付位置に影響を
及ぼし合うため、この位置調整作業は、作業者にとって負担が膨大で、非常に困難であっ
た。
【００８２】
　しかも、フィンガ（２ａ）は複数設けられるため、ある一つのフィンガ（２ａ）の位置
調整作業が、他のフィンガ（２ａ）の位置に悪影響を及ぼす場合がある。例えば１番目か
ら順にフィンガ（２ａ）の位置調整作業を行って、最後のフィンガ（２ａ）の位置調整が
終了したとしても、位置調整済の１番目のフィンガ（２ａ）の位置が、他のフィンガ（２
ａ）の位置調整の影響によって、変化してしまう場合がある。このような場合には、面倒
なことに始めから、位置調整作業を行う必要があり、作業者の負担が一層大きくなり、位
置調整作業がより一層困難になってしまう。
【００８３】
　これに対し、本実施形態のトランスファ装置においては、チャック状態確認センサ（４
）として、変位量測定センサ（４）を用いているため、準備作業としてのフィンガ（２ａ
）の位置調整作業を行う場合には既述したように、ワーク（Ｗ）をチャックした状態での
フィードバー（１）およびフィンガ（２ａ）間の変位量を測定し、その実測の変位量が理
想の変位量に一致するように、フィンガ（２ａ）の位置を変更するだけで、フィンガ（２
ａ）の位置を精度良く確実に調整することができる。つまり本実施形態では、上記参考例
のトランスファ装置のように、フィンガ位置調整作業、被測定板位置調整作業およびセン
サ位置調整作業を試行錯誤的に何度も繰り返し行うような面倒な作業が必要なく、簡単に
フィンガ（２ａ）の位置を精度良く調整することができる。
【００８４】
　特に本実施形態のように、一つのフィードバー（１）に対し複数のフィンガ（２ａ）が
設けられる多段式のトランスファ装置では、各フィンガ（２ａ）の位置調整作業をそれぞ
れ簡単に行うことができ、より一層位置調整作業を簡単に行うことができる。
【００８５】
　さらに本実施形態では、各フィンガ（２ａ）を適正な位置に調整できるため、各フィン
ガ（２ａ）毎に、位置のバラツキがなく、各フィンガ（２ａ）（２ｂ）のワーク（Ｗ）へ
の押圧力（チャック力）を、均等に設定することができ、全体としてバランスが良く、ワ
ーク（Ｗ）をより安定させた状態でスムーズに移載することができる。しかも複数のワー
ク（Ｗ）をそれぞれ均等な押圧力でチャックできるため、フィードバー（１）（１）が斜
めに配置される等の平行度の悪化を防止でき、フィードバー（１）（１）やフィンガ（２
ａ）（２ｂ）への負担が軽減されて、ワーク（Ｗ）をより一層スムーズに移載できて、よ
り一層動作信頼性を向上させることができるとともに、耐久性も一段と向上させることが
できる。
【００８６】
　また本実施形態のトランスファ装置においては、フィードバー（１）（１）の平行度も
検査することができる。すなわち各フィンガ（２ａ）に同じ厚さのシムを設置して、各フ
ィンガ（２ａ）の取付位置を全て同じに設定した状態で、フィードバー（１）（１）を閉
じて、各フィンガ（２ａ）（２ｂ）によって、それぞれワーク（Ｗ）をチャックする。そ
してその状態において、各チャック状態確認センサ（４）によって変位量を求め、その変
位量が全て等しい場合には、フィードバー（１）（１）の平行度が高くて、正常であると
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判断でき、各センサ（４）による変位量にバラツキがあるような場合には、フィードバー
（１）（１）の平行度が低く、不良であると判断できる。このようにフィードバー（１）
（１）の平行度も測定できて、より一層安定したチャック状態を得ることができ、より一
層スムーズにワーク（Ｗ）を移載することができる。
【００８７】
　なお上記参考例のトランスファ装置の場合には、チャックされているか否かだけを判断
するものであるため、フィードバー（１）（１）の平行度を測定することは不可能である
。
【００８８】
　また本実施形態のトランスファ装置においては、フィードバー（１）およびフィンガ（
２ａ）間の変位量を測定するものであるため、ワーク（Ｗ）のサイズも測定することがで
き、ワークサイズの検査も併用させることができる。このため例えば、規定サイズ以外の
ワーク（Ｗ）が搬送されてきたような場合には、生産を中断することができ、不良品の発
生等を未然に防止することができる。
【００８９】
　また本実施形態のトランスファ装置においては、チャック状態の良否を、変位量により
量的に判断しているため、ワーク（Ｗ）の移載が支障なく行われている場合でも、チャッ
ク力等を数量的に検出することができ、チャック力の強弱等を把握することができ、チャ
ック不良等のトラブルが発生するのを未然に防止することができる。すなわち、ワーク（
Ｗ）のチャック力が正常の範囲内であっても、そのチャック力が多少弱かったり強かった
りするような場合には、いずれチャック不良の発生することが予測されるため、早期に、
保守点検を行ってチャック具合を適正な状態に予め調整しておくことにより、チャック不
良の発生を未然に防止することができる。従ってチャック不良による大きなトラブル例え
ば、不良品生産や装置故障等が生じるのを、確実に防止しつつ、常時安全な状態で不具合
なく装置を稼働させることができ、装置の信頼性を一段と向上させることができる。
【００９０】
　なお上記実施形態においては、被測定板（４１）を、フィンガ支持板（３４）に押込バ
ー（３８）およびピン部材（３６）を介して取り付けるようにしているが、本発明におい
て、被測定板の取付手段は特に限定されるものではない。例えば図４に示すように、フィ
ードバー（１）にスライド自在に貫通させた支持ロッド（３７）の一端をフィンガ支持板
（３４）に固定するとともに、支持ロッド（３７）の他端に被測定板（４１）を固定し、
その被測定板（４１）を変位量測定センサ（４）によって検出するようにしても良い。さ
らに図５に示すように、一方のガイドロッド（３２）の外端部に、ブラケット（４２）を
介して被測定板（４１）を固定し、その被測定板（４１）を変位量測定センサ（４）によ
って検出するようにしても良い。さらに図６に示すように、一方のガイドロッド（３２）
の外端部を変位量測定センサ（４）によって検出するようにしても良い。
【００９１】
　また上記実施形態においては、一対のフィンガ（２ａ）（２ｂ）のうち、一方のフィン
ガ（２ａ）をフィードバー（１）に対し可動できるように構成し、他方のフィンガ（２ｂ
）をフィードバー（１）に対し固定するようにしているが、それだけに限られず、本発明
においては、一対のフィンガを共に、フィードバーに対し可動できるように構成しても良
い。
【００９２】
　さらに上記実施形態においては、複数のワークを同時に移載する多段式のトランスファ
装置に本発明を適用した場合を例に挙げて説明したが、それだけに限られず、本発明は、
一度に一つのワークを移載するようにした、つまり一対のフィンガが１組だけ設けられた
トランスファ装置にも適用することができる。また言うまでもなく、多段式のトランスフ
ァ装置に本発明を適用した場合、フィンガの設置数は限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００９３】
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　この発明のトランスファ装置は、鍛造加工装置等においてワークを移載するための装置
に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９４】
【図１】この発明の実施形態であるトランスファ装置が適用された多段鍛造加工装置を概
略的に示す平面図である。
【図２】実施形態のトランスファ装置におけるフィンガ周辺を拡大して示す図であって、
同図（ａ）は未チャック状態の平面図、同図（ｂ）はチャック状態の平面図である。
【図３】実施形態のトランスファ装置におけるフィンガ周辺を拡大して示す側面図である
。
【図４】この発明の第１変形例であるトランスファ装置のフィンガ周辺を拡大して示す平
面図である。
【図５】この発明の第２変形例であるトランスファ装置のフィンガ周辺を拡大して示す平
面図である。
【図６】この発明の第３変形例であるトランスファ装置のフィンガ周辺を拡大して示す平
面図である。
【図７】参考例であるトランスファ装置のフィンガ周辺を拡大して示す図であって、同図
（ａ）は未チャック状態での平面図、同図（ｂ）はチャック状態での平面図である。
【符号の説明】
【００９５】
１…フィードバー（開閉バー）
２ａ，２ｂ…フィンガ
３…フィンガ支持機構
４…チャック状態確認センサ（変位量測定センサ）
４１…被測定板（非測定部）
Ｗ…ワーク
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